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令和５年 第６回委員会会議録 

１ 開催年月日 令和５年３月20日（月） 

２ 開閉会時刻 開会：午前10時30分 閉会：午前11時05分 

３ 場   所 福岡市選挙管理委員室 

４ 出席委員  稲員委員長、大石委員長職務代理者、江藤委員、石井委員 

５ 事務局職員 事務局長、選挙課長、庶務係長、選挙係長 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 議   題 

（１）報告事項 

  ① 福岡県議会議員一般選挙の選挙長及びその職務代理者について 

  ② 市議会議員選挙立候補予定者の事前審査受付状況について 

  ③ 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する 

   証票の交付状況について 

（２）その他  

次回以降の委員会の開催予定日時 

    ・令和５年３月30日（木） 午前10時30分 

    ・令和５年４月11日（火） 午前11時00分 

    ・令和５年４月20日（木） 午前10時30分 

８ 議事次第（○：出席委員、▲：事務局職員） 

（１）報告事項 

報告事項について、事務局から資料の説明・報告を行った。 

（２）その他 

   ・次回以降の委員会の開催日時は、資料記載のとおり決定した。 

 

 

 



【質疑等】 

    ○ 投票環境の整備について、視覚障がい者の方のための氏名掲示は各投票所に 

用意しているのか。  

    ▲ 各候補者名を点字で示した氏名掲示を用意している。また、聴覚障がいの方 

へは筆談での対応ができる旨の表示を行っている。 

    ○ ニュースで、絵で表示されたものを指で指し示すことで意思表示ができるも 

のを用意している投票所が紹介されていたが、福岡市では用意しているか。 

    ▲ 福岡市では用意出来ていない。 

    ○ 集会所が投票所になっている場所があるが、選挙啓発ポスターやカレンダー 

などを市選管から送付し、啓発に協力いただいてはどうか。 

    ▲ 早急に送付させていただきます。 

    ○ 高齢者施設に入所している方が投票する場合、そういった方法があるか。 

    ▲ その方が入所されている施設が、県の指定する指定施設である場合は、施設 

での投票が可能である。そうでない場合は、一定の要件を満たしていれば郵便 

での投票が可能である。なお、手が不自由などといった場合は代理人による記 

載も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


